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新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の変更について

本年５月23日、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（令和３年11月19日

新型コロナウイルス感染症対策本部決定。以下「基本的対処方針」という。）が変更さ

れた（別添）。

各位にあっては、引き続き、基本的対処方針を踏まえ、「青森県警察新型インフルエ

ンザ等対策行動計画の改定について」（平成26年３月24日付け青警本備二第358号ほか）、

「新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態における警察の対応に係る留意事項等に

ついて」（令和４年２月10日付け備二第164号）、各関係部門から示達した対策等に基づ

く対応に万全を期されたい。

なお、変更後の基本的対処方針においては、以下のような考え方が示された。

○ オミクロン株に関する知見の蓄積等を踏まえ、水際対策の骨格を段階的に緩和し、

本年６月１日より、入国時検査、入国後待機期間及び入国者数の総数について見直す

こととすること。（基本的対処方針 一（６））

○ 身体的距離や屋内、屋外の別、会話の有無等を基準としたマスク着用の考え方（た

だし、この考え方は、これまでの基本的な感染対策としてのマスク着用の位置づけを

変更するものではない。）。（基本的対処方針 二（４））

（本件担当）

警備第二課災害対策室（5752～5755)
































































































































